
1 

 

保育園利用に関するＱ＆Ａ 

令和６年度版 

浦安駅前保育園 

 

保育園利用に関して、日頃皆様からご質問いただくことをＱ＆Ａとして以下に記載してあります。 

今後の参考にしてください。 

また、その他にも園児が安全で充実した毎日を過ごすことができるよう、保護者の皆様にご配慮いた

だきたいことも記載しております。ご一読いただいたうえでご協力をお願いいたします。 

 

1．保育園利用に関すること 

質問 説明 

① 仕事がお休みの日に保育園を

利用したい 

・保護者のいずれかがお休みの時は家庭保育にご協力ください。 

・保育短時間（8：31～16：30）の範囲で保育を希望する場合（平日の

み）はご相談ください。 

・土曜日保育を利用する場合は、お子さんの負担を考慮し、週 5 日 

以内の利用になるよう平日利用の調整をしてください。 

② 保護者が体調不良のときに子

どもを預かってほしい 

・ご家族内に体調不良の方がいる場合は家庭保育をお願いします。 

・受診をして感染症でないことが確認できている場合はお預かりが 

可能です。 

 

③ 兄弟児が体調不良のとき、元

気な兄弟児は預かってもらえ

ますか 

・②同様、感染症でないことが確認できている場合はお預かりが可能 

です。 

 

④ 兄弟児が受診するので、その

間他の兄弟児を預かってほし

い 

・兄弟児の怪我や定期受診など、体調不良でない場合に限り保育  

短時間の範囲内での利用が可能です。事前にご相談ください。 

⑤ 仕事の後に保護者自身が病院

受診してからお迎えに行きた

い 

・保育短時間の範囲内であればご利用が可能です。 

⑥ 発熱で早退したが、帰宅後に

熱が下がりました。翌日は 

預かってもらえますか 

・早退した当日に体調が回復した場合は、16時までに保育園へご相談

ください。 

・翌朝に登園基準を満たしていれば登園は可能ですが、必ず登園前に

電話でご確認ください。 

⑦ 土曜日に急に仕事が入った 

ので預かってほしい 

・急な勤務については 1日単位の勤務証明書（園指定書式）を事前に

ご提出いただくことで利用が可能です。書類は事務室にありますの

でお声がけください。 

・ご提出いただいている就労証明書やシフトの時間と変更になる場

合にも 1日単位の勤務証明書のご提出が必要です。 

・土曜日利用は、利用希望者をもとに職員配置や給食の準備をしてい

るため、木曜日の 12：00 までにお申し出いただいています。それ

以降の申し出の場合、お受けできない場合があります。 

・仕事に関係する研修会や勉強会、就職活動等であっても勤務証明書

の提出ができない場合は、ご利用できません。 
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⑧ 在宅勤務なので通常どおり 

保育園を利用したい 

・在宅勤務がある場合は、就労証明書にその旨を記載してください。 

・固定の曜日に在宅勤務となる場合は、就労証明書に記載してくだ 

 さい。 

・不定期で在宅勤務となる場合は、ノートに記入してお知らせくだ 

さい。 

・往復の通勤時間が短縮になるため、保育時間も短縮になります。 

⑨ 保護者が迎えに行けないの

で、兄弟がお迎えに行きたい 

・送迎は高校生以上の方であれば可能です。ご相談ください。 

・初めてお迎えに来られるときは身分証明書（学生証等）が必要と 

なります。 

 
 

２．持ち物に関すること 

質問 説明 

① サンダル、ブーツで登園した

い 

・当園は公園等での活動を基本としています。怪我防止のためサン 

ダルやブーツでの登園はせず、スニーカー等の運動靴で登園する 

ようお願いします。 

・やむを得ずサンダルやブーツで登園したときは、必ず運動靴も持参

してください。また、子どもがこだわる原因となりますので、サン

ダル等は保護者がお持ち帰りください。 

・雨天時、長靴を履く際も運動靴の持参をお願いします。 

② 登園時に子どもが玩具等を持

ってきたのですが… 

・保育園に玩具等を持ってくることはご遠慮ください。 

・やむを得ず持ってきたときは、必ず入館前に保護者が預かり、お持

ち帰りください。玩具等を子どものカバンに入れると子どもが気に

してしまうことや他児とのトラブルになることがあります。 

 
 
３．その他の項目 

質問 説明 

① 遅刻して登園する場合、どこ

で子どもを預けたらよいです

か 

・登園したときにクラスがすでに外出している場合は、園で支度を 

済ませてから外出先まで保護者に送っていただきます。 

・クラスの外出先は事務室でご確認ください。 

② 遅刻して登園するが、給食は

食べさせてもらえますか 

・給食は提供時間（出来上がりから食べ終えるまでの時間）が 2時間

以内と法律で定められています。登園時間が出来上がり時間から 90

分を超える場合には給食の提供ができません。 

・昼食を済ませてから登園していただく場合もありますので、登園時

間の目安を電話でお知らせください。 

③ 箸の使い方は園で教えてくれ

ますか 

・箸の使用開始時期は個別に対応しています。 

・自宅で箸（トレーニング用の矯正箸ではない普通のもの）を使用で

きるようになりましたら担任にご相談ください。 

④ トイレットトレーニングはど

のように進めたらよいですか 

・トイレットトレーニングは個別に対応しています。 

・排尿間隔が伸びてきたら、送迎時や連絡帳等で相談し、家庭と保育

園とで同時に取り組んでいきます。 
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⑤ 内科健診、歯科検診、その他

の検査等は必ず受けなければ

ならないのか 

 

 

・内科健診は年 2 回必ず受診することが法律で定められています。 

そのため、健診当日に欠席の場合は自費で受診し、診断結果を提出

していただく必要があります。 

・歯科検診、尿検査については検査当日に欠席または不提出の場合は

再検査しません。 

⑥ 感染症予防対策は続きますか ●通常の感染症予防対策として、以下のことをお願いしています。 

・登園前に必ず園児の検温を行い、ノートにご記入ください。 

・玄関や保育室内に手指消毒液を設置しています。 

・館内は定期的に換気・消毒をしています。 

・園児のマスク着用は任意です（乳児は不要）。 

 


